
円
阜
　
’
。

立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
五
．
六
号
）

五
四
（
五
八
八
）
．

中
小
企
業
対
策
と
し
て
の
調
整
組
合
に
ー
関
す
ろ
問
題
点

■

井
　
上

巌
　
次
　
郎

、
は
　
し

が
　
き

　
最
近
の
不
況
打
開
策
の
一
つ
と
し
て
、
中
小
企
業
者
が
自
治
的
生
産
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
が
た
め
に
、
去
る

第
十
三
国
会
に
お
い
て
、
祷
定
中
小
企
業
の
安
定
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
法
律
、
第
二
九
四
号
）
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
に
基
き
、
全

国
約
四
百
四
十
組
合
が
既
に
設
立
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
生
産
調
整
を
実
施
叉
は
準
備
中
で
あ
る
。
以
下
、
本
法
の
中
心
を
な
す
調
整
組

合
の
運
営
上
、
問
題
と
な
る
若
干
の
点
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
思
う
。

　
　
二
、
調
整
組
合
の
組
織
に
関
す
る
諸
問
題

　
調
整
組
合
は
、
指
定
業
種
に
属
す
る
事
業
者
が
、

条
）向

Ｄ
　
調
整
組
合
の
性
格
に
関
す
る
間
題

共
同
の
利
益
を
増
進
す
る
が
た
め
に
組
織
す
る
法
人
で
あ
る
。
（
法
、

三
条
、
四



　
調
整
組
合
は
、
非
営
利
、
組
合
員
の
任
意
加
入
叉
は
脱
退
、
議
決
権
及
び
選
挙
権
の
平
等
（
法
、
五
条
）
と
い
う
、
協
同
組
合
に
関

す
る
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ン
、
の
隈
り
に
お
い
て
は
、
協
同
組
合
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
ン
、
の
目
的
と

す
る
と
（
ろ
は
、
生
産
数
量
・
出
荷
数
量
・
生
濠
設
備
に
関
す
る
制
限
等
の
統
制
的
機
能
を
行
う
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
性
格
は
、

か
つ
て
の
工
業
組
合
の
如
き
、
所
謂
、
中
間
組
合
で
あ
る
。
即
ち
、
現
行
の
猿
占
禁
止
法
の
よ
つ
て
立
つ
公
正
な
自
由
競
争
の
建
前

は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
た
“
当
面
の
製
品
の
値
下
り
防
止
、
い
わ
ば
不
況
対
策
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
組

含
の
性
格
の
不
徹
底
さ
か
ら
、
自
由
と
統
制
の
調
整
を
め
ぐ
っ
て
、
今
後
、
幾
多
困
難
な
．
問
題
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
。

○
　
調
整
組
合
の
事
業
と
資
金
の
問
題

　
調
整
組
合
の
主
た
る
事
業
は
組
合
員
の
自
治
的
調
整
で
あ
っ
て
、
組
合
員
が
生
産
す
る
指
定
業
種
に
係
る
製
品
の
生
産
数
量
、
若

し
く
は
出
荷
数
量
、
叉
は
そ
の
生
産
設
備
に
関
す
る
制
限
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
　
（
法
、
一
五
条
第
一
号
）

　
調
整
組
合
は
、
以
上
の
よ
う
な
生
産
調
整
事
業
の
ほ
か
、
組
合
員
の
事
業
経
営
の
合
理
化
に
関
す
る
指
導
及
び
あ
つ
旋
（
同
条
第
二

晋
）
組
合
員
に
対
す
る
生
産
調
整
及
び
経
営
合
理
化
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
並
び
に
組
合
員
の
た
め
に
す
る
そ
の
借
入
（
同
条
第
三

号
）
以
上
の
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
調
査
、
研
究
、
製
晶
の
検
査
そ
の
他
の
事
業
（
同
条
第
四
号
）
を
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
調
整
組
合
の
事
業
に
関
連
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
資
金
の
点
で
あ
る
。
組
合
が
、
効
果
的
な
生
産
調
整
を
行
う
が
た
め
に
は
巨

額
の
資
金
を
必
要
と
す
る
が
、
調
整
組
合
は
出
資
組
合
で
な
く
、
ま
た
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
た
め
何
等
特
別
の
金
融
措
置
が

講
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
。
最
初
の
法
案
で
考
え
ち
れ
て
い
た
、
生
産
調
整
を
行
う
た
め
に
必
翼
な
資
金
を
借
入
れ
る
場
合
に
、
政
府
は

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
年
五
分
を
限
度
と
し
て
、
当
該
資
金
の
借
入
れ
に
か
か
る
利
子
害
！
、
の
金
融
機
関
に
対
し
て
補
給
す
る

と
い
う
条
項
も
削
除
さ
れ
、
僅
に
国
会
の
休
帯
決
議
に
入
れ
る
に
止
っ
た
よ
う
な
実
情
で
あ
っ
て
、
こ
の
間
題
は
ま
だ
未
解
決
の
ま

　
　
中
小
企
業
対
策
と
Ｌ
て
の
調
整
組
合
に
関
す
る
間
題
点
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
（
五
八
九
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
（
五
九
〇
）

　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
号
）

ま
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
利
子
補
給
の
問
題
は
、
な
る
べ
く
速
か
に
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
と
共
に
、
現
在
や
つ
て
い
な
い
商
工
組

合
中
央
金
庫
か
ら
の
融
資
の
途
を
講
ず
る
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
と
思
わ
れ
る
。
中
小
企
業
に
と
つ
て
最
大
の
問
題
で
あ
る
金
融
施

策
を
伴
わ
な
い
よ
う
な
制
度
は
、
全
く
仏
作
っ
て
魂
入
れ
ず
の
感
な
き
を
得
な
い
。

　
な
お
・
一
般
の
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
れ
と
組
合
員
へ
の
貸
付
は
、
組
合
員
に
対
す
る
生
産
調
整
及
び
経
営
合
理
化
の
た
め
の
資

金
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
自
治
調
整
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
事
態
に
あ
る
調
整
組
合
が
、
一
般
の
金
融
機
関
か
ら
の
融

資
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

バ
　
調
整
組
合
の
構
成
要
件
に
関
す
る
問
題

　
調
整
組
含
は
・
そ
の
組
合
員
の
総
数
が
そ
の
地
区
内
に
お
い
て
定
欺
で
定
め
る
組
合
員
た
る
資
格
に
係
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を

営
む
者
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
り
、
且
つ
、
ユ
、
の
総
組
合
員
の
三
分
の
二
以
上
が
中
小
企
業
者
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、

こ
れ
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
（
法
、
九
条
）
な
お
、
本
法
に
お
い
て
「
中
小
企
業
者
」
と
は
、
常
時

使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
以
下
の
事
業
者
を
い
う
と
し
て
い
る
。
　
（
法
、
二
条
二
項
）

　
調
整
組
合
は
・
中
小
企
業
の
占
め
る
重
要
性
が
極
め
て
高
い
工
業
部
門
に
つ
い
て
、
製
品
の
需
給
が
著
し
く
均
衡
を
失
し
た
場
合

に
お
い
て
・
適
切
な
需
給
調
整
措
置
を
講
じ
て
、
申
小
企
業
の
安
定
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
（
法
、
一
条
）

必
ず
し
も
・
中
小
企
業
者
で
な
く
て
も
、
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
欺
で
定
め
る
業
種
に
属
し
て
い
れ
ば
、
調
整
組
合
員
数
の
三
分

の
一
ま
で
は
大
企
業
者
も
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
、
ま
た
、
中
小
企
業
者
を
、
従
業
員
三
百
人
以
下
の
事
業
者
と
限

定
し
て
い
る
が
、
従
業
員
三
百
人
の
企
業
と
い
え
ば
、
業
種
に
よ
つ
て
は
大
企
業
で
あ
る
　
か
く
し
て
、
大
企
業
も
調
整
組
合
に
入

る
こ
と
と
な
る
と
・
中
小
企
業
の
多
く
が
大
企
業
に
隷
属
し
て
い
る
現
状
で
は
、
い
き
お
い
、
大
企
業
が
組
合
の
指
導
権
を
握
る
こ



と
に
な
り
、
嘗
て
の
工
業
組
合
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
大
企
業
と
中
小
企
業
と
の
利
害
の
対
立
が
起
り
、
組
合
の
目
的
の
達
成
を
困
難

に
す
る
お
そ
れ
が
な
い
、
て
は
な
い
。

　
た
お
、
調
整
組
合
は
、
中
小
企
業
者
の
組
合
な
る
が
故
に
、
本
来
、
独
占
禁
止
法
で
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
生
産
調
整
行
為
が
例
外
的

に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
に
大
企
業
が
組
合
の
指
導
権
を
握
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
経
済
民
主
化
を
目
的
と

す
る
独
占
禁
止
法
の
糖
神
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
点
、
特
に
運
営
上
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

三
、
調
整
規
程
に
関
す
る
間
題

　
調
整
規
程
は
、
調
整
組
合
の
活
動
の
具
体
的
内
容
を
定
め
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

　
調
整
組
合
は
、
生
産
調
整
事
業
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
調
整
規
程
を
定
め
て
通
商
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
　
（
法
、
ニ
ハ
条
一
項
）

　
通
商
産
業
大
臣
は
、
調
整
規
程
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
調
整
規
程
の
内
容
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す

る
と
認
め
る
と
き
は
、
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
一
、
指
定
業
種
を
指
定
す
る
に
至
っ
た
事
態
を
克
服
す
る
た
め
の
必
要
且
つ
最
小
隈
度
の
範
囲
を
こ
え
る
こ
と
。

　
二
、
不
当
に
差
別
的
で
あ
る
こ
と
。

　
三
、
消
費
者
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
こ
と
。
　
（
同
条
二
項
）

　
更
に
、
通
商
産
業
大
臣
は
、
調
整
規
程
の
認
可
を
し
た
後
に
お
い
て
、
当
該
調
整
規
程
の
内
容
が
ン
、
の
認
可
基
準
に
合
わ
な
く
な

っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
調
整
組
合
に
対
し
、
こ
九
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

　
　
申
小
企
業
対
策
と
し
て
の
調
整
組
合
に
関
す
る
間
題
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
（
五
九
一
）



　
　
器
露
撃
一
竺
巻
．
雲
．
奪
一
　
　
　
　
　
　
　
　
丘
八
一
五
九
二
一

（
法
・
一
八
条
一
項
）
な
お
・
当
該
調
整
組
合
が
こ
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
、
叉
は
調
整
規
程
そ
の
も
の
が
不
要
な
事
態
に
な
っ
た

場
合
に
は
・
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
ノ
し
き
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
　
（
同
条
二
項
）

　
調
整
組
合
は
・
定
欺
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
調
整
規
程
の
実
施
を
検
査
す
る
た
め
に
、
検
査
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
、
二
一
条
一
項
）

　
調
整
規
樫
は
・
組
合
員
に
と
っ
て
も
、
ま
た
従
業
員
に
と
つ
て
も
そ
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
非
常
に
大
き
い
か
ら
、
調
整
規
程
の

設
定
・
変
更
叉
は
廃
止
は
、
総
会
の
決
議
に
よ
る
こ
と
と
し
、
（
法
、
ニ
ニ
条
一
項
）
組
合
員
各
自
の
発
一
一
、
暴
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
決
議
は
特
別
決
議
に
よ
る
こ
と
と
し
、
慎
重
を
期
し
て
い
る
。
（
同
条
、
二
項
）

　
な
お
・
調
整
組
合
の
行
う
生
産
調
整
措
置
が
そ
の
従
業
員
に
及
す
影
響
を
考
慮
し
て
、
調
整
組
合
の
組
合
員
た
る
事
業
主
は
、
原

則
と
し
て
・
調
整
規
程
の
実
施
期
日
の
少
く
と
も
十
五
日
前
に
、
そ
の
従
業
員
に
対
し
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
予
告
す
る
こ
と
と
、

（
法
・
一
七
条
）
調
整
規
程
の
実
施
が
そ
の
従
業
員
の
離
職
を
招
来
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
ン
、
の
後
の
従
業
員
の
採
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
離
職
者
の
希
望
に
よ
り
、
そ
の
者
を
優
先
的
に
雇
い
入
れ
る
こ
と
（
法
、
二
三
条
）
と
の
二
つ
を
事
業
主
に
義
務
づ
け
て
い
る
が
、

こ
れ
は
従
業
員
保
護
の
上
か
ら
兇
て
、
ま
こ
と
に
適
切
な
措
置
と
い
う
こ
と
が
，
で
き
る
。

　
調
整
規
程
は
、
実
質
的
に
独
占
禁
止
法
と
の
関
係
を
も
つ
か
ら
、
通
商
産
業
大
臣
が
、
調
整
規
程
の
認
可
、
変
更
命
令
、
取
消
等

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
正
取
引
委
員
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
（
法
、
三
〇
条
二
項
）

四
、
生
産
数
最
等
の
制
限
に
関
す
る
勧
告
及
び
命
令
と
消
費
者
の
立
場

調
整
組
合
の
行
う
生
産
調
整
措
置
は
、
本
来
、
業
者
が
白
主
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
任
意
加
入
を
建
前
と
す
る
調
整
組



合
，
て
は
、
展
六
、
ア
ウ
ト
サ
ィ
ダ
ー
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
而
し
て
、
ア
ウ
ト
サ
ィ
ダ
ー
に
対
す
る
措
置
は
、
勧
告
及
び
命
令

の
二
段
階
と
な
っ
て
い
る
。

　
勧
告
を
行
う
に
は
、
先
づ
第
一
に
、
連
合
会
叉
は
調
整
組
合
の
申
出
を
前
提
と
す
る
が
、
か
か
る
申
出
は
、
同
一
の
業
種
に
属
す

る
事
業
を
営
む
者
の
大
部
分
が
、
一
の
連
合
会
の
綜
合
調
整
討
画
叉
は
一
の
調
整
組
合
の
調
整
規
程
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
通
商
産
業
大
臣
は
、
右
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
Ｈ
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
者
で
、
当
該
総
合
調
整
計
画
叉
は
調

整
規
程
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
（
所
謂
ア
ウ
ト
サ
ィ
ダ
ー
）
の
事
業
活
動
が
、
当
該
業
種
に
係
る
製
品
の
需
給
調
整
を
阻
害
し
て

い
る
と
き
ｏ
当
該
連
合
会
叉
は
調
整
組
合
の
自
主
的
活
動
を
も
っ
て
し
て
は
、
当
該
業
種
に
係
る
警
叩
の
需
給
調
整
の
目
的
を
達
成

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
の
二
つ
の
場
合
の
い
ず
れ
か
の
事
態
が
生
じ
、
且
つ
、
か
よ
う
な
事
態
を
放
置
し
て
は
、
当
該
業
種
に

係
る
産
業
及
び
そ
の
関
連
産
業
の
存
立
に
及
ぽ
す
重
大
な
悪
影
響
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
当
該
総

合
調
整
計
画
叉
は
調
整
規
程
の
内
容
を
参
し
や
く
し
て
、
当
該
業
種
に
係
る
製
品
の
生
産
数
量
若
し
く
は
出
荷
数
量
叉
は
そ
の
生
産

設
備
に
関
す
る
制
隈
を
定
め
、
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者
の
す
べ
て
に
対
し
（
ア
ゥ
ト
サ
ィ
ダ
ー
に
対
し
て
も
）
こ
れ
に

従
う
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
　
（
法
、
二
九
条
第
一
項
）

　
な
お
、
こ
の
通
商
産
業
大
臣
の
勧
告
に
基
い
て
行
う
行
為
に
は
、
独
占
禁
止
法
及
び
事
業
者
団
体
法
の
適
用
を
除
外
し
て
い
る
。

（
法
、
三
二
条
）

　
更
に
、
通
商
産
業
大
臣
は
、
以
上
の
勧
告
を
し
た
後
に
お
い
て
、
な
お
当
該
業
種
に
係
る
製
品
の
需
給
調
整
の
目
的
が
達
成
さ
れ

て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
通
商
産
業
省
令
を
も
っ
て
、
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
の
経
営
に
関
し
、
一
般
的
に
こ
の
勧
告
の
内

　
　
中
小
企
業
対
策
と
し
て
の
調
整
組
合
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関
す
る
問
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点
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
（
五
九
三
）



　
　
立
命
館
経
済
挙
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
（
五
九
四
）

容
と
同
一
の
内
容
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
　
（
法
、
二
九
条
第
二
項
）
し
た
が
っ
て
、
こ
の
命
令
の
発
せ
ら
れ
た

場
合
に
は
、
ア
ウ
ト
サ
ィ
ダ
ー
を
も
強
制
的
に
規
制
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
か
く
の
如
く
、
通
商
産
業
大
臣
に
対
し
て
、
一
定
の
事
態
を
条
件
と
し
て
、
調
整
組
合
に
加
入
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
ト
サ
ィ

ダ
ー
に
ま
で
も
・
組
合
員
と
同
様
な
制
限
に
従
う
勧
告
叉
は
命
令
を
発
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
が
、
政
府
が
こ
の
よ
う
な
強
大
な

権
限
を
握
る
こ
と
に
し
た
理
由
は
、
需
給
調
整
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
一
歩
を
誤
れ
ば
官
僚
統

制
を
招
き
、
一
方
に
お
い
て
は
能
卒
の
高
い
業
者
を
不
当
に
圧
追
す
る
こ
と
と
な
り
、
他
方
に
お
い
て
は
消
費
者
大
衆
の
利
益
が
不

当
に
害
さ
れ
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
中
小
企
業
の
安
定
を
は
か
る
こ
と
は
勿
論
必
要
で
あ
る
が
、
業
者
の
利
益
の
み
に
重
点
を

お
き
す
ぎ
て
、
消
費
者
の
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
特
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
、
通
商
産
業

大
臣
が
上
記
の
勧
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
正
取
引
委
員
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

（
法
、
三
〇
条
二
項
）
而
し
て
、
勧
告
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
業
者
の
利
益
を
代
表
し
が
ち
な
通
商
産
業
省
と
、
公
益
乃
至

消
費
者
の
利
益
を
代
表
す
る
公
正
取
引
委
員
会
と
の
間
に
意
見
の
対
立
を
生
ず
る
場
合
が
時
六
起
る
で
あ
ろ
う
が
、
か
か
る
場
合
に

は
勿
論
、
両
当
事
者
間
の
適
正
な
協
調
の
倖
ら
れ
る
こ
と
が
望
し
い
が
、
消
費
者
擁
護
の
見
地
か
ら
見
て
到
底
承
認
し
難
き
場
合
に

お
い
て
は
、
公
正
取
引
委
員
会
は
安
易
に
妥
協
す
る
こ
と
な
く
、
毅
然
た
る
態
度
を
も
っ
て
こ
れ
を
拒
否
し
、
以
て
そ
の
便
命
を
果

す
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
尚
お
、
ア
ゥ
ト
サ
ィ
ダ
ー
に
ま
で
生
産
調
整
を
強
制
す
る
場
合
に
は
、
新
規
開
業
及
び
設
備
拡
充
に
対
す
る
制
限
を
行
う
必
要
が

あ
る
と
共
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
失
を
い
か
に
補
償
す
る
か
は
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
。



五
、
中
小
企
業
安
定
審
議
会
に
関
す
る
問
題

　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
事
項
は
、
指
定
業
種
に
属
す
る
事
業
考
だ
け
ノ
し
は
な
く
、
関
連
業
種
に
属
す
る
事
業
者
や
、
一
般
消
費
者

に
ま
で
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
、
大
き
い
か
ら
、
そ
の
運
用
の
公
正
を
図
る
目
的
で
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
リ
通
商
産
業
大
臣
が
行

う
認
可
、
命
令
及
び
勧
告
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
通
商
産
業
省
に
、
中
小
企
業
安

定
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
）
を
置
き
、
（
法
、
…
二
条
一
項
）
通
商
産
業
大
臣
が
、
こ
の
法
律
に
基
い
て
行
う
認
可
、
勧

告
、
命
令
等
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
審
議
会
の
議
に
付
し
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
　
（
法
、

三
四
条
）
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
も
つ
最
も
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
、
消
費
者
と
生
産
者
と
の
利
害
調
整
上
の
責
任

を
審
議
会
に
委
ね
て
い
る
。

　
審
議
会
は
、
会
長
一
人
及
び
委
員
五
十
人
以
内
で
組
織
さ
れ
、
会
長
及
び
委
員
は
、
指
定
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者
、
指
定

業
種
に
属
す
る
事
業
の
従
業
員
の
利
益
を
代
表
す
る
者
、
そ
の
製
品
に
係
る
販
売
業
者
及
ぴ
消
費
者
、
指
定
業
種
に
関
連
す
る
事
業

を
営
む
者
、
金
融
機
関
の
役
職
員
並
び
に
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
、
通
商
産
業
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
（
法
、

三
三
条
二
項
及
ぴ
三
項
）

　
上
述
の
如
く
、
審
議
会
は
、
関
係
各
方
面
の
代
表
者
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
形
式
的
に
は
一
応
、
体
裁
は
整
っ
て
は
い
る

が
、
強
力
な
統
制
権
隈
を
持
た
な
い
現
状
の
審
議
会
程
度
の
も
の
で
は
、
消
費
者
の
利
益
を
充
分
に
保
護
し
、
国
民
生
活
の
安
定
を

期
す
る
上
に
お
い
て
、
あ
ま
り
多
く
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
よ
う
に
、
自
由
経
済
の
建
前
に
立

っ
て
い
る
以
上
、
企
業
の
実
態
を
的
確
に
つ
か
む
こ
と
の
極
め
て
困
難
な
こ
と
は
、
昨
春
、
紡
績
操
短
の
際
、
政
府
が
綿
糸
の
在
庫
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申
小
企
業
対
策
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組
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）



　
　
ガ
嚢
済
学
一
婁
．
霊
．
六
号
一
　
　
　
　
　
　
六
一
（
五
九
一
ハ
）

量
貴
麦
嘉
藁
を
一
一
蔓
一
麦
例
童
竈
妻
ゲ
況
雀
多
莱
業
一
…

は
・
問
題
は
一
層
の
嚢
さ
と
困
難
と
を
加
え
る
こ
と
に
奮
差
ろ
う
。
企
業
全
彊
亘
る
強
力
姦
制
権
を
持
た
ず
し
て
は
、

適
正
な
価
格
を
決
定
す
る
こ
と
も
困
難
，
ノ
し
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
山
ハ
、
む
　
　
す
　
　
び

以
上
で
・
調
整
組
合
の
運
営
上
問
題
差
る
点
に
つ
い
て
述
べ
た
。
本
制
度
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
不
況
の
打
撃
を
最
喜

ひ
ど
－
受
け
・
湛
し
蓋
隻
る
中
小
企
蕾
自
治
的
生
産
調
整
措
置
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
価
格
の
低
落
を
防
止
し
、

も
て
現
下
の
不
況
を
切
抜
け
さ
苫
う
と
す
る
に
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
必
要
を
痛
切
爆
じ
て
い
る
も
の
は
、
締
織
物
、
人

絹
織
物
・
毛
織
物
・
陶
磁
嚢
嚢
等
を
初
め
と
し
て
、
中
小
企
業
の
か
書
賓
麗
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
野
に
き

て
は
・
調
整
組
合
の
効
果
的
蓋
纂
期
待
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
生
産
調
鷺
置
は
、
元
来
、
経
済
筆
化
を
め
享
警
禁
止

法
の
除
外
例
を
李
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
毒
警
克
服
す
る
た
め
の
簑
且
つ
最
小
限
度
の
蟹
を
こ
え
て
行
つ
て
は
奮

奪
一
法
二
六
条
・
第
二
項
二
号
一
ま
た
、
本
法
が
臨
時
立
法
と
奪
て
い
る
所
営
正
に
こ
こ
に
雲
。

最
近
・
本
法
を
初
め
輸
豊
引
募
の
如
き
、
狼
占
禁
止
法
の
除
外
例
を
認
め
る
法
律
が
相
次
い
で
製
さ
れ
、
警
禁
止
法
そ

の
も
の
に
は
手
は
莞
奈
一
た
が
・
こ
の
よ
・
つ
葦
嚢
で
鷺
禁
止
法
の
内
寡
あ
る
震
骨
警
に
荒
；
あ
る
こ
と
は

事
実
で
琴
更
に
ま
た
・
近
頃
・
墨
産
萎
定
法
案
と
か
、
警
禁
止
蒼
体
。
改
正
問
撃
、
か
う
わ
さ
に
上
つ
て
書
、
経

済
妾
琴
二
大
嚢
碧
立
一
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
喜
ろ
ん
、
か
か
る
傾
向
は
、
現
実
の
経
済
怖
勢
の
変
化
に

よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
・
警
禁
止
法
の
根
本
原
則
を
く
ず
す
よ
う
交
幅
・
緩
和
婁
く
ま
一
し
も
阻
止
し
、
経
済
氏
表
の
葉



１
緊
一
馨
し
一
固
く
一
差
一
奮
一
一
・
警
禁
一
一
筆
菱
霊
一
奮
会
雲
る
整
雲
．

や
切
な
る
も
の
が
あ
る
。

中
小
企
業
対
↓
と
し
て
の
維
盗
一
含
に
関
す
る
附
風
点
　
一
　
－
　
六
三
（
五
九
七
・


